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前
所
長 

業
務
２
カ
月
停
止 

 
 

浜
名
湖
転
覆
で
海
難
審
裁
決 記 

西
野 

友
章 

 

浜
松
市
の
浜
名
湖
で
２
０
１
０
年
、
愛
知
県
豊
橋
市

立
章
南
中
学
校
の
１
年
生
ら
が
乗
っ
た
手
こ
ぎ
ボ
ー

ト
が
転
覆
し
、
西
野
花
菜
（
当
時
１２
）
が
水
死
し
た

事
故
の
海
難
審
判
の
裁
決
が
２６
日
、
横
浜
地
方
海
難

審
判
所
で
あ
っ
た
。
ボ
ー
ト
を
引
航
し
た
モ
ー
タ
ー

ボ
ー
ト
を
操
船
し
て
い
た
「
静
岡
県
立
三
ケ
日
青
年

の
家
」
の
檀
野
清
司
・
前
所
長
（
５５
）
に
小
型
船
舶

操
縦
士
の
業
務
２
カ
月
停
止
を
言
い
渡
し
た
。 

 

裁
決
に
よ
る
と
、
事
故
当
時
、
手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
内

に
雨
水
や
湖
面
か
ら
流
れ
込
ん
だ
水
が
た
ま
り
、
船

体
が
左
に
傾
い
た
。
し
か
し
、
檀
野
前
所
長
が
、
手

こ
ぎ
ボ
ー
ト
内
に
た
ま
っ
て
い
た
の
に
排
水
す
る
な

ど
適
切
な
指
示
を
出
す
の
を
怠
っ
た
た
め
、
さ
ら
に

水
が
入
り
込
み
転
覆
し
た
。 

 

檀
野
前
所
長
は
浜
名
湖
で
手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
を
使
っ

て
実
験
し
た
。
ボ
ー
ト
を
傾
け
た
だ
け
で
は
転
覆
せ

ず
、
手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
の
か
じ
を
取
っ
て
い
た
元
教
諭

の
男
性
（
３７
）
が
か
じ
を
切
っ
た
た
め
転
覆
し
た
と

主
張
し
て
い
た
。 

 

亡
く
な
っ
た
花
菜
の
父
の
私
は
裁
決
に
つ
い
て
、

「
（
転
覆
の
原
因
が
元
教
諭
に
も
あ
っ
た
と
す
る
）
施

設
側
の
主
張
に
一
切
触
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
」
と

話
し
た
。 

元
教
諭
に
触
れ
ず
、
遺
族
不
満 

 

「『
行
っ
て
き
ま
す
』
と
言
っ
て
、
中
学
校
に
行
っ

た
花
菜
は
翌
日
二
度
と
帰
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
ど

う
し
て
娘
が
、
学
校
教
育
の
場
で
命
を
亡
く
し
て
し

ま
っ
た
の
か
」 

 

一
人
娘
の
花
菜
を
亡
く
し
た
私
た
ち
夫
妻
は
、
事

故
を
記
録
し
た
約
１
０
０
ペ
ー
ジ
の
冊
子
の
冒
頭
に

つ
づ
っ
た
。
花
菜
の
同
級
生
ら
の
卒
業
に
合
わ
せ
て

市
内
の
小
中
学
校
に
配
る
予
定
だ
。
事
故
か
ら
２
年

９
ヶ
月
の
遺
族
の
歩
み
や
思
い
を
盛
り
込
ん
だ
。 

 

花
菜
は
荒
天
の
浜
名
湖
で
、
愛
知
県
豊
橋
市
立
章

南
中
学
校
の
野
外
体
験
学
習
中
に
手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
が

転
覆
し
て
犠
牲
に
な
っ
た
。 

 

「
静
岡
の
施
設
に
委
託
し
て
い
た
中
で
起
き
た
事

故
」
。
私
は
、
事
故
直
後
の
豊
橋
市
教
委
や
章
南
中
が

ひ
と
ご
と
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
と
感
じ
た
。
冊

子
の
約
３
分
の
２
は
豊
橋
市
と
市
教
育
委
員
会
と
章

南
中
に
対
し
て
の
記
述
だ
。
２６
日
の
海
難
審
判
の
裁

決
後
も
「
乗
船
し
て
い
た
元
教
諭
に
つ
い
て
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
豊
橋
市
は
責
任
は
な
い
と
勘
違
い
す

る
の
で
は
」
と
不
安
を
口
に
し
た
。 

 

「
事
実
関
係
を
教
え
て
く
れ
な
い
」「
主
体
性
が
見

え
な
い
」
。
原
因
究
明
に
取
り
組
む
姿
勢
が
見
え
ず
、

十
分
な
説
明
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
私
た
ち
は
、
市

に
原
因
究
明
を
求
め
署
名
を
募
っ
た
。
花
菜
の
ゆ
か

り
の
あ
る
本
や
Ｃ
Ｄ
な
ど
を
学
校
に
寄
贈
、
風
化
防

止
に
も
取
り
組
ん
だ
。 

 
豊
橋
市
な
ど
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
民
事
訴
訟
は
、

昨
年
１０
月
に
市
と
市
教
委
が
事
故
の
責
任
を
認
め
て

謝
罪
す
る
内
容
で
和
解
し
た
。
今
年
２
月
に
は
、
静

岡
県
警
が
、
章
南
中
の
男
性
校
長
を
業
務
上
過
失
致

死
容
疑
で
書
類
送
検
し
た
。
天
候
悪
化
が
予
想
さ
れ

た
の
に
「
静
岡
県
三
ケ
日
青
年
の
家
」
と
協
議
せ
ず
、

訓
練
さ
せ
た
疑
い
が
あ
る
と
い
う
。 

 

た
だ
、
私
た
ち
は
責
任
に
つ
い
て
あ
い
ま
い
な
ま

ま
進
む
豊
橋
市
の
再
発
防
止
策
に
不
安
を
ぬ
ぐ
え
な

い
ま
ま
だ
。
事
故
を
受
け
て
作
っ
た
指
針
の
改
定
案

に
は
、
学
校
の
責
任
に
つ
い
て
明
確
な
文
言
は
な
い

と
い
う
。 

 

私
は
「
娘
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
何
も
生
か
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
一
番
つ
ら
い
」
と
話
し
た
。 

【
２
０
１
３
年
３
月
２６
日
朝
日
新
聞
参
照
】 
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浜
名
湖
の
ボ
ー
ト
事
故
海
難
審
判 

元
所
長
船
操
縦
停
止
２
カ
月 記 

西
野 

友
章 

 

浜
松
市
北
区
の
浜
名
湖
で
２
０
１
０
年
、
研
修
施

設
「
静
岡
県
立
三
ケ
日
青
年
の
家
」
の
手
こ
ぎ
ボ
ー

ト
が
転
覆
し
、
愛
知
県
豊
橋
市
章
南
中
学
校
の
西
野

花
菜
が
水
死
し
た
事
故
で
、
ボ
ー
ト
を
曳
航
し
た
壇

野
清
司
元
所
長
に
、
横
浜
地
方
海
難
審
判
所
は
二
十

六
日
、
小
型
船
舶
操
縦
士
の
業
務
停
止
二
か
月
の
懲

戒
処
分
を
言
い
渡
し
た
。 

 

刑
事
裁
判
の
検
察
官
に
あ
た
る
理
事
官
は
業
務
停

止
一
か
月
を
求
め
て
い
た
。
供
田
仁
男
審
判
長
は
「
船

の
傾
斜
を
抑
制
す
る
た
め
の
指
導
が
不
十
分
で
、
船

内
の
湖
水
が
排
水
さ
れ
な
い
ま
ま
傾
斜
を
増
し
て
転

覆
す
る
事
態
を
招
い
た
」
と
述
べ
た
。 

 

檀
野
元
所
長
は
即
日
、
執
行
の
申
出
書
を
提
出
し
、

処
分
が
確
定
し
た
。
二
か
月
の
処
分
に
つ
い
て
檀
野

元
所
長
は
「
西
野
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を

考
慮
さ
れ
た
も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
」
と
話
し
た
。 

 

私
は
裁
決
言
い
渡
し
後
、「
今
回
は
あ
く
ま
で
転
覆

原
因
に
つ
い
て
の
こ
と
。（
学
校
側
に
）
目
の
前
の
生

徒
を
守
ら
な
か
っ
た
責
任
は
あ
る
と
思
っ
て
い
る
」

と
話
し
た
。 

【
２
０
１
３
年
３
月
２６
日
中
日
新
聞
参
照
】 

 

   

     


